
掲示事項 

運営規程の概要 

令和７年３月３１日現在 

フリガナ デイサービスセンタースズランノソノ サービスの 

種類 
通所介護 

事業所名 デイサービスセンターすずらんの園 
事業所番号 1571100245 

所在地 
〒954-0036 

見附市田井町１７１５番地 1 

フリガナ ババチハル 

管理者 馬場千春 

連絡先 電話番号 0258-61-3520 FAX 番号 0258-61-3521 

営業日 
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間 

の休日 
年中無休 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

営業時間 

平日 8:15～17:15 

備考 
サービス提供時間 

9:00～17:15 
土曜日 8:15～17:15 

日曜・祝日 8:15～17:15 

利用料 
法定代理受領分 厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分(別掲〉 

法定代理受領分以外 厚生労働大臣が定める告示上の基準額(別掲) 

その他の 

費用 

食費 730 円、おやつ代 120 円、おむつ代実費、利用者の希望による日常生活費(身の回り品及び教

養娯楽費)実費 

通常の 

事業の 

実施地域 

見附市、長岡市、三条市 

備考 
 

 

従業者の勤務体制 

職種 
員数 

常勤 非常勤 

生活相談員 4  

看護職員 1 2 

介護職員 8 4 

機能調練指導員 1 2 

 

秘密の保持 

○当事業所の従業員は、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密については、正当な理由がない限り、決して漏

らしません。 

○当事業者は、従業員が当事業所の従業員でなくなった後においても、当事業者の責任において、当該従業員が業

務上知り得た利用者及びその家族の秘密の保持を行います。 

○当事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとします。 

 

利用料その他の費用の額 

あなたがサービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、基本利用料のうち、介護保険負担割合証に

記載された利用者負担の割合の額です。 

【基本部分：通所介護費（通常規模型）】 

所要時間 

（１回あたり） 

利用者の 

要介護度 

通所介護費 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担１割の場合） 

※（注２）参照 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３，７００円 ３７０円 
要介護２ ４，２３０円 ４２３円 

要介護３ ４，７９０円 ４７９円 

要介護４ ５，３３０円 ５３３円 

要介護５ ５，８８０円 ５８８円 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３，８８０円 ３８８円 
要介護２ ４，４４０円 ４４４円 

要介護３ ５，０２０円 ５０２円 

要介護４ ５，６００円 ５６０円 

要介護５ ６，１７０円 ６１７円 

 



５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５，７００円 ５７０円 
要介護２ ６，７３０円 ６７３円 

要介護３ ７，７７０円 ７７７円 

要介護４ ８，８００円 ８８０円 

要介護５ ９，８４０円 ９８４円 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５，８４０円 ５８４円 
要介護２ ６，８９０円 ６８９円 

要介護３ ７，９６０円 ７９６円 

要介護４ ９，０１０円 ９０１円 

要介護５ １０，０８０円 １，００８円 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 
要介護２ ７，７７０円 ７７７円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 

要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利

用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の

全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額  

基本利用料 
利用者負担金 

（自己負担1割の場合） 

入浴介助加算Ⅰ 
利用者の入浴介助を行った場合 

（１日につき） 
４００円 ４０円 

科学的介護推進 

体制加算 

利用者毎の心身の状況に係る基本的な情報を厚生

労働省に提出している場合 

（１月につき） 

４００円 ４０円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

※（注３） 

（１回につき） 

※加算Ⅰ～加算Ⅲのいずれか１つを算定する。 

   ２２０円 ２２円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 
    １８０円 １８円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 
    ６０円 ６円 

感染症又は災害の発生

を理由とする利用者数

の減少が一定以上生じ

ている場合の対応 

当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

1月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)の

３．０％ 

左記額の１割 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

※加算Ⅰ～Ⅱのいずれか１つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)の

９．２％ 
左記額の１割 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)の

９．０％ 

（注３）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

【減算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 
減算額 

基本利用料 利用者負担金 



事業所と同一建物に居

住する利用者へのサー

ビス提供減算 

当該減算の要件に該当した場合 

（１日につき） 
９４０円 ９４円 

送迎減算 

利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所

との間の送迎を行わない場合 

（片道につき） 

４７０円 ４７円 

 

その他の費用 

延長料金 
利用者の希望により、サービス提供時間を超えてサービスを利用した場合、延長料金をいた

だきます。 

食 費 
食事の提供を受けた場合、昼食費１食につき７３０円の材料費等、おやつ・飲み物代１２０円

の実費をいただきます。 

おむつ代 原則持込みです。足りない分のみ費用の実費をいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるも

の（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の実費

をいただきます。 

 

事故発生時の対応 

○当事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町

村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

○当事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償

を行います。 

○当事業者は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

緊急時における対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治

医への連絡を行う等必要な措置を講じます。 

非常災害対策 

当事業者は、事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画とし

て災害時対応マニュァルを策定しております。 

 

苦情処理の体制・…別紙のとおり(「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」を併せて掲示する) 

 

第三者評価の実施状況 

 

第三者による評価 

の実施状況 1 あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 1 あり 2 なし 

２なし 

 

 
  

 


